
第１６回 トラック輸送における取引環境・ 

労働時間改善沖縄県地方協議会 

 

令和 7年 12 月 12 日（金）14 時 00 分～15 時 30 分 

於） 九州沖縄トラック研修会館 ５階 

（第 1研修室） 

 

 

【 議 事 次 第 】 

 

Ⅰ．開会 

 

Ⅱ．議題 

１．最近のトラック運送事業に関する取組について 

２．改正下請法・下請振興法改正ポイント等について 

３．物流現場の実態等について 

４．その他  

 

Ⅲ．閉会 
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トラック輸送における取引環境・労働時間改善沖縄県地方協議会設置規約 
 

 

（名称） 

第１条 本協議会は、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善沖縄県地方協議会」

（以下「協議会」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、トラック運送事業者、荷主、行政等の関係者が一体となり、トラッ

ク運送業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための具体的

な環境整備等を図ることを目的とする。 

    

（組織） 

第３条 協議会は、学識経験者、荷主、トラック運送事業者、経済団体、トラック運送団

体、労働者団体、沖縄労働局、沖縄総合事務局経済産業部及び運輸部の各員（以下

「委員」という。）をもって構成する。 

  ２．協議会には、委員の互選により座長を置く。 

  ３．座長は、議事その他の会務を統括する。 

 

（協議会及び活動事項）  

第４条 協議会は目的達成のため次の活動を行う。 

    （１）沖縄県におけるトラック運送事業の長時間労働の抑制に向けた諸対策に関

すること 
       （２）沖縄県におけるトラック運送事業の取引環境の改善に向けた取組に関する

こと 

    （３）その他 

 

（協議会） 

第５条 協議会は、必要に応じて座長が召集する。 

    ２．座長は必要に応じ、協議会に委員以外の者を出席させることができる。 

  ３．協議会は公開を原則とする。ただし、座長が必要と認める場合は、非公開で行う

ことができる。 

  ４．協議会は、必要に応じて、書面での開催を行うことができる。 

 

（ワーキンググループ） 

第６条 協議会には、第４条（協議会及び活動事項）に掲げる事項に関して専門的に検討

を行う機関としてワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）を置くことができ

る。 

  ２．ＷＧは、座長が指名した委員等により構成する。 

   

（事務局）  

第７条 協議会の運営に関する事務は、沖縄労働局、沖縄総合事務局運輸部、沖縄県トラ

ック協会が共同で行うものとする。 
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（その他） 

第８条 これに定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項はその都度協議し、決

定する。 

 

 

（附 則） この規約は、平成２７年７月３１日から施行する。 

（附 則） この規約は、令和２年１０月２３日から施行する。 



別 紙 

 

トラック輸送における取引環境・労働時間改善沖縄県地方協議会委員名簿 

 

 

 
氏 名 所 属 ・ 役 職 

座長 小野 秀昭 
㈱運輸・物流研究室 取締役フェロー 物流政策リサーチャー 

（元流通経済大学 物流科学研究所 教授） 

委員 松岡 正晃 イオン琉球株式会社 取締役デジタル営業推進本部長 

〃 與那嶺 信明 沖縄県生コンクリート協同組合 常務理事 

〃 伊是名 昇英 有限会社嶋運送 代表取締役会長 

〃 上原 勇人 沖縄西濃運輸株式会社 会長 

〃 吉元 真嗣 沖縄県商工会連合会 事務局長 

〃 金城 敦 沖縄県商工会議所連合会 常任幹事 

〃 田端 一雄 一般社団法人沖縄県経営者協会 専務理事 

〃 喜友名 朝弘 沖縄県中小企業団体中央会 専務理事 

〃 上原 直樹 沖縄県卸商業団地協同組合 専務理事 

〃 平良 哲康 連合沖縄 事務局長 

〃 照屋 茂禎 運輸労連沖縄県連合会 執行委員長 

〃 新城 英一 公益社団法人沖縄県トラック協会 会長 

〃 柴田 栄二郎 沖縄労働局 局長 

〃 長嶺 さおり 沖縄総合事務局 経済産業部長 

〃 本村 龍平 沖縄総合事務局 運輸部長 

 

（順不同・敬称略）   



第１６回 ﾄﾗｯｸ輸送における取引環境・労働時間改善沖縄県地方協議会 配席図

出入口 出入口

小野 秀昭

【座長】
元 流通経済大学
物流科学研究所教授

沖縄総合事務局
運輸部長

本村 龍平

運輸労連沖縄県連合会
執行委員長

照屋茂禎

事務局

沖縄県中小企業団体中央会

専務理事

喜友名 朝弘

沖縄労働局長

柴田 栄二郎

（公社）沖縄県ﾄﾗｯｸ協会

会長

新城 英一

連合沖縄
事務局長

平良 哲康

（一社）沖縄県経営者協会

専務理事

田端 一雄

沖縄県商工会連合会

事務局長

吉元 真嗣

沖縄西濃運輸(株)
会長

上原 勇人

(有)嶋運送
代表取締役会長

伊是名 昇英

イオン琉球（株）
取締役デジタル・営業推進本部長

松岡 正晃

沖縄県生コンクリート
協同組合
常務理事

與那嶺 信明

沖縄県商工会議所連合会

常任幹事

金城 敦

沖縄総合事務局
経済産業部長

長嶺 さおり

沖縄県卸商業団地組合
専務理事

上原 直樹



第１６回 トラック輸送における取引環境・
労働時間改善沖縄県地方協議会

令和７年１２月１２日

内閣府沖縄総合事務局運輸部陸上交通課



２０２４年度の労働時間の実態等



１



2



最近の法令改正の動きについて



3



4



5



6



【貨物自動車運送事業法】

施 行公 布 施 行

（令和7年6月11日）

○委託次数の制限

○違法な白トラに係る
荷主等の取締

○書面交付義務等の
利用運送事業者への適用

１年以内

○許可基準追加、許可更新制度

○適正原価の遵守義務

○労働者処遇確保義務

３年以内 ２年（経過措置）

適正原価の

告示

更新の申請及び審査の開始
（５年めどで一巡）

【貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律】

（令和7年6月11日）
公 布

即日施行

３年以内
政府は基本方針に基づき、必要な法制上

の措置等を３年以内を目途として講じる

１．トラック適正化二法の施行時期
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２．委託次数の制限

〇 トラック運送事業者・利用運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送について、

他のトラック運送事業者の行う運送を利用するときは、委託段階を２次までに制限するた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（１）元請け事業者は、自らを「ゼロ次」とした場合、「２次請け」＝再々委託

までに制限するルールを設けること等が必要となる。

（２）一般貨物運送事業者だけでなく、貨物利用運送事業者（第一種自

動車・第二種集配）、軽貨物運送事業者、特定貨物運送事業者に

対しても適用される。

（３）その他、運送契約書面の交付義務、実運送体制管理簿の作成義務等

が、貨物利用運送事業者（第一種自動車・第二種集配）に対し

ても適用されることとなる。⇒次ページ参照

<今後の取引構造>

真荷主 元請事業者

１次委託事業者

２次委託事業者
（実運送）

8



書面交付の義務付けについて

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

運送
委託

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

＜パターン３：貨物自動車運送事業者から貨物利用運送事業者への運送委託が含まれるケース＞

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

かつ
貨物利用

運送事業者

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

①
書面交付

①
書面交付

①
書面交付

① ： 第12条の規定に基づく書面交付
（真荷主⇔トラック事業者）

② ： 第24条の規定に基づく書面交付
トラック事業者・利用運送事業者

⇒トラック事業者・利用運送事業者

②
書面交付

②
書面交付

②
書面交付

②
書面交付

②
書面交付

真荷主

真荷主

真荷主 貨物利用運送事業者にも
書面交付の義務がかかる

②
書面交付
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書面交付の義務付けについて

物効法の
第一種荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

物効法の
第一種荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

①
書面交付

①
書面交付

① ： 第12条の規定に基づく書面交付
（真荷主⇔トラック事業者・利用運送事業者）

② ： 第24条の規定に基づく書面交付
トラック事業者・利用運送事業者

⇒トラック事業者・利用運送事業者

②
書面交付

②
書面交付

運送
委託

②
書面交付

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

真荷主

真荷主

元 請

元 請
R7.6.11公布の改正トラック法により、
貨物利用運送事業者にも義務がかかるよう
になる。(公布後1年以内に施行)

R7.6.11公布の改正トラック法により、２次請まで
とする努力義務がかかるようになる。
(公布後1年以内に施行)。

１次請 ２次請

１次請

※Ｒ７．６．４成立改正トラック法公布後１年以内に施行
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実運送体制管理簿の作成主体について

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

運送
委託

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

＜パターン３：貨物自動車運送事業者から貨物利用運送事業者への運送委託が含まれるケース＞

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

かつ
貨物利用

運送事業者

荷主
貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

： 管理簿の作成主体

真荷主

真荷主

真荷主

※貨物軽自動車運送事業者は除く

※貨物軽自動車運送事業者は除く

※貨物軽自動車運送事業者は除く 11



実運送体制管理簿の作成主体について

物効法の
第一種荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

物効法の
第一種荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

運送
委託

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

： 管理簿の作成主体

※貨物軽自動車運送事業者は除く
真荷主 元 請

真荷主 元 請

１次請

１次請 ２次請

※Ｒ７．６．４成立改正トラック法公布後１年以内に施行
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（参考）トラック法における真荷主の範囲の改正

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

一次請け 二次請け 三次請け

運送委託

貨物利用
運送事業者

書面の
相互交付
（12条）

荷主

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

元請事業者
（実運送体制管理簿の作成）

運送委託

貨物利用
運送事業者

一次請け 二次請け

運送委託
運送委託 運送委託

現行

荷主
（真荷主）

貨物自動車
運送事業者

一次請け 二次請け 三次請け

改正後
(R8春予定)

運送委託

貨物利用
運送事業者

荷主

貨物利用
運送事業者

真荷主

貨物自動車
運送事業者

元請事業者

運送委託
貨物利用
運送事業者

一次請け 二次請け

運送委託 運送委託 運送委託

運送委託 運送委託

書面の
相互交付
（12条）

書面の交付
（24条）

無規制

貨物自動車
運送事業者

かつ

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

かつ

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

かつ

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

かつ

貨物利用
運送事業者

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

利用運送
（利用運送法） 利用運送

（利用運送法）

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

運送委託

三次請け（実運送）

貨物自動車
運送事業者

四次請け（実運送）

貨物自動車
運送事業者

運送委託

三次請け（実運送）

貨物自動車
運送事業者

四次請け（実運送）

運送委託運送委託

真荷主
作成義務なし

運送委託

×

運送委託

×
貨物自動車
利用運送
（トラック法）

運送委託

×

「真荷主」の定義が変更され、真荷主の範囲から、貨物利用運送事業者が除外されました。（１年以内施行）

書面交付義務

貨物利用
運送事業者

書面の交付
（24条）

書面の交付
（24条）

書面の交付
（24条）

元請事業者
書面の交付
（24条）

書面の交付
（24条）

書面の交付
（24条）

実運送体制管理簿作成義務

現行

改正後
(R8春予定)

委託次数制限

二次請けまで
（努力義務）

運送委託

×
委託次数制限

二次請けまで
（努力義務）

荷主
（真荷主）

元請事業者
（実運送体制管理簿の作成義務、
委託次数制限の努力義務）

委託次数制限

二次請けまで
（努力義務）

委託次数制限

二次請けまで
（努力義務）

改正により、貨物利用運送事業者（第一種自動車、第二種集配）に実運送管理体制簿の作成義務等が適用
されます
。

改正により、貨物利用運送事業者（第一種自動車、第二種集配）に書面交付義務（１２条、２４条）が適用されます。
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実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知フロー

荷主
・・・ 貨物自動車

運送事業者

（n次請）

・・・

実運送体制管理簿
を作成する

実運送事業者の名称/商号、運送区間、貨物の内容、何次請けかを伝える。

: 通知事項

: 運送委託

※実運送を行う
場合

※貨物軽自動車運送事業者は除く

貨物自動車
運送事業者

（3次請）

貨物利用
運送事業者

（2次請）

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

かつ

（１次請）

貨物利用運送事業者
にも「委託先への通知
義務」がかかる

真荷主

「1.5トン」は
この時点で
判断

実運送なし
⇒ 元請事業者への通知なし

※「委託先への通知義務」はあり

元請A社の連絡先、真荷主の名称、何次請けか
併せて、「実運送体制管理簿の作成対象である」
旨を確実に委託先へ伝える

実運送あり
⇒ 元請事業者への通知義務あり

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

又は

※Ｒ７．６．４成立改正トラック法公布後１年以内に施行
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今後は、荷主側が違法「白トラ」と認識して発注しただけで違法となり得

るため、荷主側の関心や遵法意識が向上し、効果的に抑止力が発揮さ

れることが期待される。

〇 何人も、無許可でトラック運送事業を営む者に貨物の運送を委託してはならない。

（これに違反した者は、100万円以下の罰金に処する。）

３．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り①

現在の法律では、違法「白トラ」で運送した側が処罰対象。また、荷主側

は幇助犯、共同正犯等の共犯関係にある場合に限り、処罰対象。

その範囲は狭く、また、立証も難しいのが実情
。
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（1）国土交通大臣は、違法「白トラ」の原因となるおそれのある行為に関連し、
荷主等に対し、是正指導を実施。

①当該行為をしているおそれがあると認めるとき

⇒ 荷主等に対し、 要請 を実施

②当該行為をしていると疑うに足りる相当な理由があると認めるとき

⇒ 荷主等に対し、 勧告・公表 を実施

（２）関係省庁も、違法「白トラ」の効果的な防止を図るために必要な協力を実施。

（３）各都道府県トラック協会は、荷主等が違法「白トラ」に関係していると疑うに

足りる事実を把握したときは、国土交通大臣に対して通知。

〇 違法「白トラ」に関わっているおそれや疑いのある荷主等に対しては、トラック・物流Gメ
ンが是正指導を行うことができる。

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り②
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トラック・物流Ｇメンの取組について



「物流革新に向けた政策パッケージ」（令和5年6月）に基づき、全国162名体制の 「トラックＧメン」 を設置（令和5年7月）。関係省
庁と連携して、悪質な荷主・元請事業者に対し、貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」や「要請」を実施。
令和6年11月には、物流産業全体の取引適正化を進めるため、トラックＧメンを「トラック・物流Gメン」へ改組し、本省・地方運輸局
等の物流担当部署の職員（29名）と、各都道府県トラック協会で新たに設けた「Gメン調査員（166名）」を加えた総勢360名
規模に体制を拡充。

荷主とトラック事業者の「適正」かつ「対等な」取引環境の改善

関係省庁と連携

＜契約にない附帯業務＞ ＜運賃・料金の不当な据置き＞＜過積載運送の指示・容認＞ ＜異常気象時の運送依頼＞

9
＜長時間の荷待ち＞ ＜無理な運送依頼＞

〈違反原因行為*〉
*トラック運送事業者が関係法令に違反する原因となるおそれのある以下のような行為を荷主等が行っている疑いがある場合、是正指導の対象になり得る。

トラック・物流Gメンの設置
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街頭検査での周知活動

沖縄県内でのトラックＧメンの取組み

トラックＧメンによるトラック事業者への積極的な情報収集（プッシュ型情報収集）

電話による調査

訪問による調査

街頭検査時のドライバーへのヒアリング

研修等での参加者へのヒアリング

18

沖縄県内のトラック事業者へ直接電話をかけ、荷主とのあいだでの困りごとがな
いか、その中で荷主からの行為に違反原因行為に該当することがないかを聴取。

電話やインターネット、関係各所からの荷主の違反原因行為の疑いのある情報
提供いただけた場合、情報提供者であるトラック事業者へ直接赴き、荷主との
関係や取引状況に関して、特に、違反原因行為に該当するものがあれば詳しく
聞き取る。

国の法令研修等を受講するトラック事業者に対して、トラックGメン活動の周知
等を行い情報提供を呼びかける。

陸運事務所等が主催する「街頭検査」において、検査を終えたトラックドライ
バーから荷主からの行為に違反原因行為に該当することがないかを聞き取り、
広報チラシを配布し、トラックGメン活動の周知と目安箱への情報提供を呼びか
ける。

荷主へ等の訪問による聴き取りの模様

法令研修時のトラックGメン制度説明の模様



荷主パトロールの実施

19

荷待ち状況の現地確認

働きかけを実施した荷主等に対しフォローアップ調査

プッシュ型情報等で得られた違反原因行為の確認・証拠収集
のため、荷主の物流拠点の敷地外から荷待ち状況等を調査。

「働きかけ」「要請」「勧告」を実施済みの荷主に対し、そ
のフォローアップのために荷待ち等の状況を確認するため調
査を行う

荷待ち等を行っているドライバーへのヒアリング

荷主の物流拠点近傍等において荷待ちや休憩等を行っている
トラックドライバーに対する広報・啓発活動又は荷待ち状況
等のヒアリングを実施

沖縄県内でのトラックＧメンの取組み

トラックGメン周知用チラシ（荷主企業向け）



トラックドライバー向け周知・聴取活動 荷主事業者向け説明会

合同荷主パトロールの実施運送事業者向け説明会・周知活動

沖縄県トラック協会が主催する
説明会や国の法令研修等の機
会を利用し、受講する運送事業
者等に対して、改正物流法に
関する説明やトラックGメン活
動の周知等を行い、事業者が
取組むべき措置の理解と情報
提供を呼びかけを求めた。

沖縄総合事務局陸運事務所が主
催する「過積載街頭取締」に併せ
て、検査を終えたトラックドライ
バーから荷主等の行為に違反原
因行為に該当することがないか等
の聞き取りや取適法の広報チラシ
等を配布し、トラックGメン活動と
取適法の周知を公正取引課と合
同で実施した。

沖縄総合事務局経済産業部と
連携して、県内の荷主事業者
等と対象とした改正物流法（改
正物流効率化法、改正貨物運
送事業法）の説明会を開催し、
全ての荷主事業者、物流事業
者が物流効率化に向け取り組
むべき措置等についての理解
を求めた。

【令和7年度実績】
・過積載街頭検査(11/28)

【令和7年度実績】
・物流改正法に関する説明会（6/6）
沖縄県立博物館・美術館（おきみゅー）

【令和7年度実績】
・運行管理スキルアップ研修会
本島5/15 宮古5/22 八重山6/19

沖縄総合事務局公正取引課と
連携して、県内の荷主事業者
等を対象に、物流分野全体の
取引環境の適正化に向け、取
組み事例の照会や是正指導の
状況説明等の周知啓発活動と
合わせて、取適法の施行
（R8.1）に向けた周知広報活
動を目的とした合同荷主パト
ロールを実施した。

街頭検査での周知活動

改正物流法の説明模様

公正取引課との合同パトロール

・整備管理者選任後研修
（計：9回）

【令和7年度実績】
・公正取引課との合同パトロール（11/25）

改正物流法の説明模様
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沖縄県内でのトラックＧメンの取組み（周知活動等）



トラック・物流Gメンの業務（是正指導・フォローアップ）
荷主への是正指導の基本フロー

要請・勧告文書を発出

必要に応じ関係省庁等と
連携してヒアリング

要 請

改善計画の提出、改善状況の
報告についても協力を依頼

勧告・公表

改善計画の提出、改善状況の
報告についても協力を依頼

改善計画の策定、
改善期間の設定

トラック・物流Ｇメンによる
改善状況の確認

要請してもなお改善されない場合

荷主へのフォローアップの実施

働きかけ

トラック事業者が法令順守で
きるよう理解を求める

理解を求める文書を発出

荷主による自主的な
状況確認と改善

情報収集

さらに情報を得た場合

プッシュ型調査

トラック事業者へ直接電話をかけ、
もしくは直接事業所などに訪問し、
荷主との間での困りごとがないか、
その中で荷主からの行為に違反原因
行為に該当するものがないかなど
聴取を実施。

荷主等による長時間の荷待ちや契約にない附帯業務
の強要などの実態を把握するための「目安箱 」を

設置し、「働きかけ」等の実施の判断に活用。情報
提供者の同意が得られた場合は、追加の聞き取りを
実施。

プッシュ型情報等で得られた違反

原因行為の確認・証拠収集のため、

荷主の物流拠点の敷地外から

荷待ち状況等を調査。

荷主等違反原因行為の通報窓口

パトロール・フォローアップ調査

改善報告の提出
(違反原因行為の解消)
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長時間の荷待ち（48％）
契約にない附帯業務（20％）
運賃・料金の不当な据置き（16％）
無理な運送依頼（7％）
過積載運送の指示・容認（6％）
異常気象時の運送依頼（3％）

沖縄総合事務局

要請： 0
働きかけ：11

北海道運輸局
要請： 4

働きかけ：63

東北運輸局

要請： 5
働きかけ：46

関東運輸局

勧告： 3
要請： 93

働きかけ：600
中部運輸局

要請： 17
働きかけ：213近畿運輸局

勧告： 1
要請： 35

働きかけ：230

北陸信越運輸局
要請： 5

働きかけ：143

中国運輸局
要請： 10

働きかけ：130

四国運輸局
要請： 11

働きかけ：82
九州運輸局

要請： 8
働きかけ：239

勧告 ： 4件（荷主2、元請１、その他1）
要請 ： 188件（荷主100、元請82、その他6）
働きかけ： 1,757件

（荷主1,228、元請466、その他63）

⇒ 計1,949件の是正指導を実施

働きかけ等の累計実施件数
（R1.7～R7.8）

主な違反原因行為

【勧告】
R6.1
ヤマト運輸 ／ 王子マテリア

R7.1
NX・NPロジスティ クス ／ 吉野工業所

是正指導の実績（運輸局ブロック別累計実績）
期間（R1.7～R7.8）
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こちらのURL及びQRコードより「是正指導指針」をご覧いただけます。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001913224.pdf

荷主への是正指導指針の制定について
背 景

令和５年７月に「トラックＧメン」を創設し、「トラックＧメン」による調査結果を貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事
業者への「働きかけ」「要請」等の是正指導に活用し、実効性 を確保してきたところ。

また、令和６年11月には、物流全体の適正化を図る観点から「トラックＧメン」を「トラック・物流Ｇメン」に改組し、倉庫業者からの
情報収集を行うとともに、各都道府県のトラック協会が新たに設 けた「Ｇメン調査員」とともに総勢３６０名の規模に体制拡充を
図り、情報収集機能を強化した。

「トラック・物流Gメン」が今後も荷主等に対する効果的な是正指導を実施するためには、是正指導の透明性や公平性を確保し、
関係者からの一層の理解と協力を得ていく必要があり、現在「トラック・ 物流Ｇメン」が実施している是正指導の考え方等を行政手
続法第３６条に基づく行政指導指針として公表することにより、統一的な運用を行うものである。
概 要

トラック・物流Ｇメンが実施している是正指導の考え方等を規定した行政指導指針を以下のとおり公表する。
1. 是正指導の対象 トラック・物流Ｇメンの是正指導の対象となる荷主の定義、違反原因行為の種別、違反原因行為ごとの定義及

び考え方等を規定

2. 是正指導の手続き、改善内容の確認 トラック・物流Ｇメンが是正指導を実施する際の判断基準及び手続き、是正指導を実施し
た際の改善内容の確認方法等を規定

3. 荷主パトロール等の実施 トラック・物流Ｇメンによる荷主パトロールや街頭活動に関する実施方法等を規定
4. 情報提供及び処理結果通知等 トラック・物流Ｇメン又はＧメン調査員に対する情報の提供方法や情報の取扱い、情報提供者

への 処理結果の通知制度等について規定

令和７年10月１日

制定日
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令和７年度 監視体制強化及び集中監視月間について
○ 監視体制強化

トラック・物流Gメンは令和６年11月に改組拡充して、現在360人体制で荷主等への周知・啓発、監視活動を実施し
てきたが、本年10月に、トラック・物流Gメンが行う活動の総合的なサポートや分析業務を実施する外部チーム

「Gメンアシスタント事務局」を国土交通本省に設置し、体制強化を図る。
また、これまで国土交通本省及び日本倉庫協会にのみ置かれていた倉庫業者向けの通報窓口を地方運輸局にも設置し、
広く情報収集や意見聴取を行う。

○ 集中監視月間

本年 10 月・11 月を「集中監視月間」と位置づけて、適正な取引を阻害するおそれのある行為をしている荷主や元請
事業者に対する監視を強化。
集中監視月間では、他省庁関係機関と連携し、荷主等への合同パトロールやヒアリングを実施。来年１月に施行され
る取適法（改正下請法）の周知啓発活動等を積極的に実施。

＜大規模荷主合同パトロール＞
本年は４月に改正物流法が一部施行されたことや来年１月には取適法（改正下請法）が施行されることを踏まえて、

公正取引委員会と連携した大規模合同荷主パトロールを実施。
全国すべての地方運輸局からトラック・物流Ｇメンが荷主等の本社や着荷主が多い東京へ集結し、荷主等による違反

原因行為の未然防止、ドライバーの労働環境改善を図るとともに改正物流法や取適法の周知啓発活動等を積極的に実施。
●パトロール概要

日 時 ： 令和７年10月28日（火曜日）～10月29日（水曜日）

内 容 ： 荷主等に対する改正物流法や取適法の周知啓発活動

都内や首都圏の大手荷主を個別に訪問

写真提供：LOGISTICS TODAY



元請け等から単価の見直しを持ち掛けられた等の話をよく耳にする。下請けからの要望
は難しいので、引き続きGメンの活動に期待している。 【新規事業者】

着荷主側の担当者等が契約内容を把握しおらず、これまでの慣習に習い付帯作業（積
込・積卸）はやって当然との意識を持っており、違法行為だと理解していない（担当者等
は全く悪気はないのが一番の問題）。 【運送事業者】

運送契約において引き渡しについて詳細が定められていないため、着荷主によって引
き渡し方法が違う場合があり、ドライバーの負担となるケースがあるので、運送契約にお
ける「引き渡し方法」について明確にする必要があるのではないか。 【運送事業者】

自社の受入れ体制が整っていないため、ドライバーの付帯作業（任意）に頼らざるを得
ない状況がある。また、上層部も未だ当たり前との意識があるため、初荷主側から「契
約にない付帯作業を禁止する」旨を着荷主側に通知して欲しい。 【働きかけ事業者】

現在、元請けと「運賃・料金の見直し」について交渉が進んでいるので、このタイミングで
の「働きかけ」は控えて欲しい。交渉結果に満足できなかった場合に、再度「働きかけ」
をお願いしたい。 【悉皆調査回答事業者】

違法原因行為の情報提供があったが、荷主等との信頼関係が損なわれる可能性があ
るとの理由で、Gメンへの情報共有については理解が得られなかった。 【Gメン調査員】

沖縄県内のトラック事業者、トラックドライバー及び荷主等からのご意見
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沖縄県内でのトラックＧメンの取組み



 
新たに荷主等が白ナンバーのトラックに有償
で貨物の運送を委託した場合も、貨物自動車
運送事業法違反となる可能性があります。 

有償で貨物の運送を委託してませんか？
に 荷主等の 

 皆様 

違反した場合は 
100万円以下の罰金 

緑ナンバー 白ナンバー

品川100
あ 00-00

品川100
さ 00-00

事業用 自家用 

貨物自動車運送事業法の許可を受けずに、 
有償で貨物の運送を行うことは違法です。

令和８年４月１日から



荷主等の皆様に貨物運送委託にあたって留意頂きたいこと 

貨物の運送の委託にあたっての個別具体のご相談 

【電話でのご連絡はこちらまで 】 

 沖縄総合事務局運輸部陸上交通課 那覇市おもろまち2-1-1 098-866-1836 

 沖縄総合事務局陸運事務所輸送部門 浦添市港川512-4   098-877-5140 

法改正により、いかなる人も「白ナンバーの
トラック」に貨物の運送を有償で委託しては
いけない※注ことが明確化されました。 

荷主側が「白ナンバーのトラック」であると
認識して有償で運送行為を発注した時点で違
法行為となりえます。 

違法な「白ナンバーのトラック」に関わって
いるおそれや疑いのある荷主等に対しては、
令和８年４月１日から「トラック・物流Ｇメ
ン」による是正指導の対象となります。 

※注：自己の生業と密接不可分と判断される場合等、白ナンバーのトラッ
クで貨物の有償運送が可能な場合もあります。 （例えば、建設業請負契約
を締結し、建設業の一環として、その業務に付随して運送を行っている白
ナンバーのダンプトラック。ただし、運送行為のみを有償で行う場合は不
可。） 

「トラック・物流Ｇメン」とは⋯ 

適正な取引を阻害する荷主等の行為を是正するために国土交通省が設置した
専門部隊です。 
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下請法改正ポイント
（2026年1月から取適法）

※公正取引委員会説明会資料より抜粋

R7.12.12 トラック輸送における取引環境・労働時間改善沖縄県地方協議会 説明資料

沖縄総合事務局
経済産業部商務通商課



① 運送委託の対象取引への追加（物流問題への対応）
対象取引に、発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を追加

② 従業員基準の規模要件への追加（下請法逃れ等への対応）
従業員数300人（役務提供委託等は100人）の区分を新設

③ 手形払等の禁止 → 支払遅延に該当
対象取引において、手形払を禁止。その他の支払手段（電子記録債権、ファクタリング等）についても、
支払期日までに代金満額相当の現金を得ることが困難なものを禁止

④ 協議に応じない一方的な代金決定の禁止（価格据え置き取引への対応）
代金に関する協議に応じない、必要な説明・情報提供をしないことによる、一方的な代金額の決定を禁止

⑤ 面的執行の強化
事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与。省庁間の相互情報提供に係る規定を新設。

規制の見直し

「下請」等の用語の見直し

主な改正事項 施行期日   令和８年１月１日

⚫ 共存共栄を目指す対等なパートナーとして取引適正化を推進
⚫ サプライチェーン全体の付加価値向上を目指す

下請代金支払遅延等防止法
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等
の防止に関する法律

通称：下請法 略称：中小受託取引適正化法
通称：取適法

親事業者 委託事業者

下請事業者 中小受託事業者

下請代金 製造委託等代金

1



適用対象

製造委託 修理委託
役務提供委託

（運送・倉庫保管・情報処理）
情報成果物作成委託

（プログラム）

役務提供委託
（運送・倉庫保管・情報処理除く）

情報成果物作成委託
（プログラム除く）

取適法（改正下請法）の概要

法目的 中小受託取引の公正化 ・ 中小受託事業者の利益保護

禁止行為

受領拒否 報復措置

支払遅延（手形払等の禁止） 有償支給原材料等の対価の早期決済

減額 割引困難な手形の交付

返品 不当な経済上の利益提供要請

買いたたき 不当な給付内容の変更・やり直し

購入・利用強制 協議に応じない一方的な代金決定

特定運送委託

委託
事業者

資本金３億超

資本金１千万超３億以下

常時使用する従業員300人超

中小
受託
事業者

資本金３億以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員300人以下（個人含む）

委託
事業者

資本金５千万超

資本金１千万超５千万以下

常時使用する従業員100人超

中小
受託
事業者

資本金５千万以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員100人以下（個人含む）

①取引の内容

②規模要件

①取引の内容

②規模要件

①取引の内容 ＋ ②規模要件 ＝ 対象取引

義務

発注内容を明示する義務（発注書の交付）

取引に関する書類等を作成・保存する義務
（2年）

支払期日（受領後60日以内）を定める義務

遅延利息（14.6％）の支払義務

※赤色は改正内容 2



◆ 発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引を、本法の対象となる新たな類型とし
て追加し、機動的に対応できるようにする。

運送事業者 運送事業者
発荷主

（例：部品メーカー、
卸売業者等） 再委託委託

現行

改正法

物品の運送の再委託が対象

改 正 内 容

荷積みの強要
荷待ち

➢ 発荷主から元請運送事業者への委託は、本法の対象外（独占禁止法の物流特殊指定で対応）で
ある。

➢ 立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主・物流事業者間の
問題（荷役・荷待ち）が顕在化している。

現行の「物品の運送の再委託」に加えて「物品の運送の委託」を新たな規制対象に追加

改 正 理 由

特定運送委託① 【第２条第５項】 【改正】

3



※ が取適法の対象となる取引

（類型１）
事業者、一般消費者等

委託事業者（元請）

中小受託事業者

販売

運送委託
運送

（類型２）
発注元（事業者、官公庁等）

委託事業者（元請）

中小受託事業者

製造請負

運送
運送委託

取適法の適用を受ける特定運送委託は、以下４つのタイプ（類型１～類型４）となる。

特定運送委託②

（類型３）
発注元（事業者、官公庁等）

委託事業者（元請）

中小受託事業者

物品の修理

運送
運送委託

（類型４）
発注元（事業者、官公庁等）

委託事業者（元請）

中小受託事業者

情報成果物の
作成請負

運送
運送委託

• 事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作
成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品について、その取引の相手
方に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託することをいう。
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「運送の行為の一部」

同一法人の拠点間運送

• 同一法人の拠点間の運送が、当該拠点間の販売等に基づいて行われていたといても、その販
売等は、通常、取引の相手方に対する運送とはいえず特定運送委託には該当しない。（例：
商品の運送が、社内の倉庫への移動である場合）

同一法人の拠点間運送の例外

✓ メーカーＡが、顧客Ｂに納品するために仕分けられた商品を、茨城県にある自社工場から、
広島県にある顧客Ｂの事務所まで運送する。

✓ その際、大阪府にあるメーカーＡの物流センターを中継地点として利用する。
✓ 自社工場から物流センターまでの運送は、顧客Ｂの事務所までの運送の「経路の一部」であ

り、経路全体が特定運送委託に該当する。

【具体例】

• 「運送の行為の一部を他の事業者に委託すること」とは、取引の相手方に対する
運送のうち、その物品の数量又はその経路の一部の運送を他の事業者に委託する
ことをいう。

• 取引の相手方に対する運送であって、自社の拠点を取引の相手方に対する運送の
「経路の一部」として利用する場合には、その拠点間の運送委託も特定運送委託
に該当する。

＜メーカーＡ＞
自社工場（茨城）

運送 ＜メーカーＡ＞
物流センター（大阪）

運送 ＜顧客Ｂ＞
事務所（広島）

【経路の一部】

経路全体が特定運送委託に該当

5



• 特定運送委託における「取引の相手方」には、運送の発注事業者と親子会社や兄
弟会社の関係にある法人も含まれる。

グループ会社における運送

【具体例】

特定運送委託に該当

＜販売先＞
（グループ外）

【自社グループ内】

＜親会社＞

＜物流子会社＞

運送委託

商品の販売等

運送

実質的に同一会社間の
取引とみられる場合は、
運用上、問題としてい
ない

【自社グループ内】

＜運送事業者＞
（グループ外）

＜子会社＞
商品の販売等

運送委託 運送

＜親会社＞

※親会社と当該親会社が総株主の議決権の50％超を所有する子会社との取引や、同一の親会社がいずれも総株主の議決権の
50％超を所有している子会社間の取引など。

• グループ内の物流子会社に運送を委託した場合、それが実質的に同一会社間での
取引（※）とみられる場合は、本法の適用が除外されるものではないが、従前か
ら運用上問題としていない。

【具体例】

類型２

類型１
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●運送以外の役務(荷積み、荷下ろし、倉庫内作業等）
運送に係る役務提供委託又は特定運送委託をした委託事業者が、中小受託事業者に対し、運

送の役務を提供させることに加えて、無償で、運送の役務以外の役務(荷積み、荷下ろし、倉庫
内作業等)を提供させることは、不当な経済上の利益の提供要請に該当する。
●倉庫保管

特定運送委託における運送とは、取引の相手方（当該相手方が指定する者を含む。）の占有
下に物品を移動することをいい、倉庫保管は含まれない。

その他のポイント

その他の注意点

有償支給原材料等の運送委託

• 特定運送委託において、物品の製造等の委託事業者が中小受託事業者に対して自
己に対する給付に必要な半製品、部品、付属品又は原材料を委託事業者から購入
させる場合、委託事業者が当該原材料等（有償支給原材料等）を中小受託事業者
に対する運送を他の事業者に委託することは、特定運送委託に該当する。

• なお、物品の製造等の発注事業者が無償で提供する支給品を受注事業者に対して
運送する場合、通常、取適法における取引の相手方に対する運送に当たらず、特
定運送委託に該当しない。

＜運送事業者＞

＜中小受託事業者＞

物品の製造等

原材料等の運送委託 原材料等の運送

＜委託事業者＞ 原材料等の有償支給

特定運送委託に該当
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◆ 適用基準として従業員数の基準を新たに追加する。
◆ 具体的な基準については、本法の趣旨や運用実績、取引の実態、事業者にとっての分かりやす

さ、既存法令との関連性等の観点から、従業員数300人（製造委託等）又は100人（役務提供
委託等）を基準とする。

改 正 内 容

➢ 実質的には事業規模は大きいものの当初の資本金が少額である事業者や、減資をすることに
よって、本法の対象とならない例がある。

➢ 本法の適用を逃れるため、受注者に増資を求める発注者が存在する。

改 正 理 由

従業員基準【第２条第８項、第９項関係】 【改正】

委託
事業者

資本金３億超

資本金１千万超３億以下

常時使用する従業員300人超

中小
受託
事業者

資本金３億以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員300人以下（個人含む）

委託
事業者

資本金５千万超

資本金１千万超５千万以下

常時使用する従業員100人超

中小
受託
事業者

資本金５千万以下（個人含む）

資本金１千万以下（個人含む）

常時使用する従業員100人以下（個人含む）

製造委託 修理委託 役務提供委託
（運送・倉庫保管・情報処理）

情報成果物作成委託
（プログラム）

役務提供委託
（運送・倉庫保管・情報処理除く）

情報成果物作成委託
（プログラム除く）

特定運送委託
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B事業者は従業員基準の要件を満たす「委託事業者」

資本金基準と従業員基準の適用関係（運用基準）

資本金基準 従業員基準 適用される基準

○ × 資本金

× ○ 従業員

○ ○ 資本金（※）

× × 適用対象外

• 委託取引ごとに規模要件を判断。
• 従業員基準は資本金基準が適用されない場合に適用。

※資本金基準と従業員基準の両方の要件を満たす場合には「資本金基準」が適用される。

○：要件を満たす ×：要件を満たさない

a委託（これまでも対象であった取引）

b委託（新たに対象となる取引）

A事業者は資本金基準の要件を満たす「委託事業者」

【製造委託の例】

ポイント

Ａ事業者

資本金 ５億円

従業員 70人

Ｂ事業者

資本金 3000万円

従業員 450人

9



Ｎ－２月 Ｎ－１月 Ｎ月

「常時使用する従業員の数」について(運用基準)

➢ 「常時使用する従業員」とは
その事業者が使用する労働者（労働基準法第９条に規定する労働者をいう。）のうち、日々雇い
入れられる者（１か月を超えて引き続き使用される者を除く。）以外のものをいう。
➢ 「常時使用する従業員の数」とは
当該事業者の賃金台帳の調製対象となる「常時使用する従業員」（労働基準法第108条及び第
109条、労働基準法施行規則第55条及び様式第20号等）の数によって算定するものとする。

賃金支払
（中小受託事業者）

従業員数の判断
（公正取引委員会）

製造委託等の実施
（委託事業者）

「常時使用する従業員の数」の判断のポイント

※委託事業者において、「常時使用する従業員の数」を確認する義務はない。
※原則、製造委託等を行った時における「常時使用する従業員の数」によって判断されるが、

例外的に下記の取扱いを行うことも可能。
※グループ会社等の場合には、法人単位で従業員数を判断。

賃金台帳調製
（中小受託事業者）

例 ※N-2月の賃金台帳上の労働者の数をもって、N月の「常時使用する従業員の数」とする
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従業員基準に関する留意事項

• 委託事業者が、中小受託事業者に対して、「常時使用する従業員の数」について確認したと
ころ、中小受託事業者から事実と異なる回答を得たことにより、当該中小受託事業者に対す
る製造委託等について本法の適用がないものと誤認し、委託事業者が本法に違反することと
なった場合、委託事業者による本法違反行為については是正する必要があるため、当該中小
受託事業者に対する本法違反行為について、必要に応じて、指導及び助言を行うことがある
が、直ちには、勧告を行うものではない。

• 委託事業者において、「常時使用する従業員の数」を確認する義務はない。
（例えば、取引の相手方の賃金台帳の閲覧やその写しの取得は必須ではない。）

• 取引の相手方が中小受託事業者であるかどうか判別する必要がある場合には、当該相手方に
「常時使用する従業員の数」を確認していただくこととなるが、当該相手方の「常時使用す
る従業員の数」が確認できない場合などにより、当該相手方が中小受託事業者に該当しない
ことが判別できない場合には、本法に準拠して御対応いただくことが望まれる。

• 中小受託事業者において、「常時使用する従業員の数」を説明する義務はないが、委託事業
者からの確認に適切に対応していただくことが望まれる。

その他の注意点

・従業員基準に該当するかどうかについては、製造委託等をした時点における「常時使用す
る従業員の数」によって判断される。そのため、製造委託等をした時点において従業員基準
に該当した場合には、その後の「常時使用する従業員数」の変動の有無にかかわらず、当該
製造委託等に係る取引当事者は本法の適用対象となる。

委託事業者の確認義務の有無

中小受託事業者の説明義務の有無

中小受託事業者からの回答に誤りがあった場合の取扱い
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• 中小受託取引の公正化及び中小受託事業者の利益保護のため、委託事業者による

以下の１１項目の行為を禁止。

• 中小受託事業者の了解を得ていても、また、委託事業者に違法性の意識がなくて

も、これらの規定に触れる行為は本法違反となる。

委託事業者の禁止行為

【第５条第１項に該当する行為】

①受領拒否の禁止

②代金の支払遅延の禁止

③代金の減額の禁止

④返品の禁止

⑤買いたたきの禁止

⑥購入・利用強制の禁止

⑦報復措置の禁止

【第５条第２項に該当する行為】

⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

⑨不当な経済上の利益の提供要請の禁止

⑩不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

⑪協議に応じない一方的な代金決定の禁止

委託事業者の禁止行為の概要

Point！ 改正

Point！ 改正
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代金の支払遅延【第５条第１項第２号】

⚫ 発注した物品等の受領日から、60日以内に定められている支払期日までに代金を支払わない
こと。

⚫ 物品等の検査、検収に日数がかかる場合でも、受領後60日以内に支払う必要。

注意点 「毎月末日納品締切、翌月末日支払」といった締切制度を設ける場合

⚫ 締切日からの期間ではなく、受領（納品）から支払までの期間が６０日を超えないことが必要

⚫ 検査に合格してからの期間ではなく、受領（納品）から支払までの期間が６０日を超えないことが必要

⚫ 支払日が金融機関の休業日と重なる場合、事前に中小受託事業者と合意及び書面化しているのであれば、
２日間までは順延が認められる

「中小受託事業者からの請求書の提出が遅かったから」というのは、支払遅延を正当化する理由にはならない

注意点
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製造委託等代金の減額【第５条第１項第３号】

●受領拒否【第5条1項1号】

中小受託事業者の責めに帰すべき理由（瑕疵・納期遅れ等）がある場合に、以下のいずれかに該当するとき
① 当該理由があるとして、その給付の受領を拒んだとき（減ずる額は、その給付に係る代金の額に限る。）
② 当該理由がある旨を事前に伝えた上、その給付を受領した場合に、

(1) 委託内容に合致させるため委託事業者が手直したとき（減ずる額は、客観的に相当な額に限る。）
(2) 委託内容と適合しないこと等又は納期遅れによる商品価値の低下が明らかなとき（減ずる額は、客観的に相当な額に限る。）

●返品【第5条1項４号】

中小受託事業者の責めに帰すべき理由（瑕疵・納期遅れ等）がある場合に、以下のいずれかに該当するとき
① 当該理由があるとして、その給付に係るものを引き取らせたとき（減ずる額は、その給付に係る代金の額に限る。）
② 当該理由がある旨を事前に伝えた上、その給付に係るものを引き取らせなかった場合に、

(1) 委託内容に合致させるため委託事業者が手直したとき（減ずる額は、客観的に相当な額に限る。）
(2) 委託内容と適合しないこと等又は納期遅れによる商品価値の低下が明らかなとき（減ずる額は、客観的に相当な額に限る。）

⚫ 中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額すること。

⚫ 協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法にかかわらず減額行為が禁止さ
れている。

減額できる場合 ＝ 中小受託事業者に責任がある場合

14



振込手数料の負担に係る運用変更（運用基準）

⚫ 企業取引研究会において、代金の振込手数料は発注者が負担することが合理的
な商慣習であるとの意見があり、同研究会報告書において、振込手数料を受注
者に負担させる行為は、合意の有無にかかわらず違反に当たることとするよう、
運用基準を見直すべきとの結論が取りまとめられた。

⚫ これを踏まえ、振込手数料を受注者に負担させる行為は、合意の有無にかかわ
らず違反とするよう、運用基準を見直すこととする。

【改正前】

発注前に下請代金を下請事業者の銀行口座に振り込む際の振込手数料について、
下請事業者が負担する旨の書面での合意がある場合には、親事業者が負担した実
費の範囲内で当該手数料を差し引いて下請代金を支払うことが認められる。

中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、委託事業者が製造委託等代金を
中小受託事業者の銀行口座へ振り込む際の手数料を中小受託事業者に負担させ、
製造委託等代金から差し引いて支払うことは減額に当たる。

【改正後】
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① 製造委託等代金の額の決定に当たり、中小受託事業者と十分な協議が行われたかどうかなど対価の
決定方法

② 差別的であるかどうかなど対価の決定内容
③ 「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状況
④ 当該給付に必要な原材料等の価格動向

買いたたき【第５条第１項第５号】

⚫ 通常支払われる対価に比べて著しく低い代金を不当に定めること。

⚫ 「通常支払われる対価」とは、同種又は類似品等の市価。

⚫ 製造委託等代金は、中小受託事業者と事前に十分協議を重ねた上で定める必要。

判断要素 ＝①～④を総合考慮

注意点

中小受託事業者から価格交渉の申出がない場合であっても、価格交渉の場において、明示的に協議することな
く、従来どおりに取引価格を据え置くことには、取適法の運用基準（や独占禁止法Q＆A）において「問題と
なるおそれがある」との考え方を示しており、この考え方は、引き続き変わらない。
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改正内容

【コスト上昇型】

従前の対価

引上げ後の対価

コスト
40円

コスト
90円

100円

110円

利益

改正法 交渉プロセスに着目した規定現行

【対価引下げ型】

従前の対価

引下げ後の対価

コスト
40円

100円

50円

利益

コスト
40円

改正理由

協議に応じない一方的な代金決定の禁止① 【第5条第2項第４号】 【改正】

対価に着目した規定

※コストアップに
見合わない引上げ幅

「市価」の認定が必要となる買いたたきとは別途、対等な価格交渉を確保する観点から、中小受託事業者か
ら価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、委託事業者が必要な説明を行わなかっ
たりするなど、一方的に代金を決定して、中小受託事業者の利益を不当に害する行為を禁止する規定を新設
する。

➢ コストが上昇している中で、協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない価格を一
方的に決めたりするなど、上昇したコストの価格転嫁についての課題がみられる。

➢ そのため、適切な価格転嫁が行われる取引環境の整備が必要。

⚫ 委託事業者が、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応
じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定すること。
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取適法の御案内

中小受託取引適正化法（取適法）の詳細はこちらから！
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

18

本日の説明の元となった公正取引委員会説明資料（全65ページ）は、
中小企業庁HPに掲載されています。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/251014.html

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html


中小受託取引
適正化法
ガイドブック
「下請法」は
「取適法」へ

知って守って
下請法

～豊富な事例で
実務に役立つ～

下請取引
適正化推進
講習会テキスト

優越的地位の
濫用

～知っておきたい
取引ルール～

物流特殊指定

知っておきたい
「物流分野の
取引ルール」

更なる理解を深めるために

公正取引委員会ウェブサイトには、各種パンフレットが掲載されています
ので、参考にしてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

掲載URL　https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html

パンフレット
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中小企業省力化投資補助金

売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小

企業等に対し、省力化投資を支援します。

中小企業庁賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト
 （中小企業庁ミラサポplus内）

・相談窓口や補助金等支援策のご紹介

・賃上げ必要額・収益分析がシミュレーション

できるツールもあります

お問い合わせ先:内閣府沖縄総合事務局経済産業部政策課 TEL：098-866-1726

サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金

業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のためのITツール等の

導入費用を支援します。

中小企業新事業進出補助金

既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値産業事業への進出にか

かる設備投資等を支援し、新事業への挑戦を促進します。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた

新製品・新サービスの開発に必要な設備投資等を支援します。

取引かけこみ寺 TEL:0120-418-618

中小企業・小規模事業者が抱える取引上の悩み相談を受け

付けています。問題解決に向けて、相談員や弁護士がアド

バイスを行います。

沖縄県よろず支援拠点 TEL:098-851-8460

中小企業・小規模事業者等からの経営上のあらゆる相談に応

えるため、国が全国47都道府県に設置している無料の経営

相談所です。

補助金・税制・法律

相談窓口

中小企業向け賃上げ促進税制
中小企業者等が一定の要件を満たした上で賃金引き上げを行った場

合、その増加額の一定割合を税額から控除できる制度です。

公益財団法人沖縄県産業振興公社
（沖縄県中小企業支援センター）
TEL：098-859-6237

中小企業者の経営上の課題や取組等に対し、窓口相談や専門

家派遣等のワンストップサービスを提供します。

沖縄働き方改革推進支援センター
TEL：0120-420-780

社会保険労務士等の専門家が働き方改革に関する様々な課題

の相談にワンストップ・無料で対応します。

補

補

補

補

税
下請法は「取適法」に改正されます

令和8年1月1日の取引適正化法が施行に伴い、協議に応じない一方

的な代金決定等が新たに禁止行為となります。

法

沖縄総合事務局
特 設 サ イ ト

事業主必見！沖縄県の最低賃金と賃上げ支援  沖縄労働局HP【沖縄労働局の支援】



最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策

沖縄県版支援パッケージ

～中小企業・小規模事業者の皆様、今すぐチェック！ぜひご利用ください～

（沖縄県最低賃金は、令和７年12月１日（月）から時間額１，０２３円が適用されます。）

賃金引上げ に関する支援

・業務改善助成金（３ページの１へ）

・キャリアアップ助成金（３ページの２へ）

・中小企業向け賃上げ促進税制

(３ページの３へ）

・賃上げ貸付利率特例制度

（６ページの12へ）

その他 （価格転嫁、認証制度、雇

用）に関する支援

価格転嫁

・下請かけこみ寺、価格転嫁指針

（７ページの15へ）

認証制度

・沖縄県所得向上応援企業認証制度

（７ページの16へ）

・沖縄県人材育成企業認証制度

（８ページの17へ）

雇用関係助成金

・早期再就職支援等助成金

（雇入れ支援コース、中途採用拡大

コース）（８ページの18へ）

・特定求職者雇用開発助成金

（成長分野等人材確保・育成コース）

（８ページの19へ）

・産業雇用安定助成金

（スキルアップ支援コース）

（８ページの20へ）

融資 に関する支援

・沖縄人材活躍推進貸付利率特例制度

（６ページの11へ）

・賃上げ貸付利率特例制度【再掲】

（６ページの12へ）

・働き方改革推進支援資金【再掲】

(中小企業資金) （６ページの13へ）

・沖縄ひとり親支援貸付利率特例制度

（７ページの14へ）生産性向上  に関する支援

・業務改善助成金【再掲】

（３ページの１へ）

・中小企業省力化投資補助金

（４ページの４へ）

・サービス等生産性向上IT導入支援事業 

費補助金 (IT導入補助金) 

（４ページの５へ）

・中小企業新事業進出補助金

（５ページの６へ）

・ものづくり・商業・サービス生産性向上

促進補助金（５ページの７へ）

・働き方改革推進支援助成金

（５ページの８へ）

・人材開発支援助成金（５ページの９へ）

・人材確保等支援助成金

（雇用管理制度・雇用環境整備助成コー

ス）（５ページの10へ）

・働き方改革推進支援資金 

(中小企業資金) （６ページの13へ）

賃金引上げ

生産性向上

融資

その他
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沖縄働き方改革推進支援センター
（９ページの21へ）

強み
業務改善助成金等の活用につい

て

沖縄県よろず支援拠点
（９ページの22へ）

強み
中小企業省力化投資補助金や

IT導入補助金等の活用について

※お互いの施策についてご紹介できます

メニューの活用に迷ったら、まずはご相談ください！

☆公益財団法人沖縄県産業振興公社（９ページの23へ）
県内企業の「稼ぐ力」を強化するため、人材育成等の取組を支援します。また、新商
品の開発や新たなサービスの提供、新分野への進出などの経営革新にチャレンジする
中小企業を支援します。

☆沖縄県中小企業支援センター（10ページの24へ）
創業予定者等の経営上の課題や取組に対するワンストップサービスを提供します。

※ 各メニュー（1～20）の個別のお問い合わせについては、各メニューに記載のある
〈問い合わせ〉までご連絡ください。

取組事例

賃金引き上げ特設ページ（10ページの25へ）
※各メニューにもメニューごとの事例にアクセスできるQRコードがあります！

総合的な賃上げに向けた相談窓口

連携

厚生労働省労働基準局広報キャラクター『たしかめたん』
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青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で賃金引上げを行った
場合、その増加額の一定割合を法人税額（又は所得税額）から控除できる制度です。
【中小企業】 全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45％を税額控除。
適用期間：令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

詳細は、下記またはHPでご確認ください。

〈問い合わせ〉
中小企業税制サポートセンター
☎ 03－6281－9821 平日9：30～12：00、13：00～17：00
〈HP〉 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
※中小企業税制サポートセンターにおいては、制度の概要等についてご案内します(個々の事例
における税制の適用可否を判断するものではありません)。 また、ご質問によっては確認が必要
なため、回答までに１週間程度お時間を要する場合があります。

【制度説明】

３ 中小企業向け賃上げ促進税制

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者等の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇
改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。「賃金規定等改定コース」は、有期雇用労働者等
の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
１人当たりの助成額は、賃金引き上げ率が３％以上４％未満の場合、中小企業４万円(大企業２万６０００円)
１人当たりの助成額は、賃金引き上げ率が４％以上５％未満の場合、中小企業５万円(大企業３万３０００円)

１人当たりの助成額は、賃金引き上げ率が５％以上６％未満の場合、中小企業６万５０００円(大企業４万３０００
円)

１人当たりの助成額は、賃金引き上げ率が６％以上の場合、中小企業７万円(大企業４万６０００円)

１年度１事業場あたりの支給申請上限人数は、１００人

〈問い合わせ〉
助成金センター ☎098-868-1606 ８：30～17：15 (土日祝日を除く)

【制度説明】

２ キャリアアップ助成金【賃金規定等改定コース】
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〈問い合わせ〉
業務改善助成金コールセンター

☎ 0120-366-440 9：00～17：00 (平日のみ)
沖縄働き方改革推進支援センター

☎0120-420-780（平日 9：00～17：00 年末年始を除く）

① 業務改善助成金とは・・
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資

等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
⓶ 対象事業者・申請の単位

・中小企業（みなし大企業を除く。）、小規模事業者であること
・事業場内最低賃金が、時間額1,023円未満であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

③ 賃上げ・申請期間
・第１期 令和７年４月14日～令和７年６月13日 終了
・第２期 令和７年６月14日～令和７年11月30日（地域別最低賃金改定日の前日） 終了

１ 業務改善助成金

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html


業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策のためのITツール等の導入費用を支援します。

※詳しくは、下記またはHPでご確認ください。
〈問い合わせ〉

IT導入補助金2025事務局
☎ 0570-666-376 9：30～17：30 (土・日・祝日及び年末年始を除く)
〈IT導入補助金HP〉 https://it-shien.smrj.go.jp/
〈活用事例集〉https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/example/ 【制度説明】

５ サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金 (IT導入補助金)

中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業等に対して、省
力化投資を支援します。カタログ注文型、一般型の2類型で申請可能です。

【制度説明】

〈問い合わせ〉
・中小企業省力化投資補助事業 コールセンター ☎0570-099-660
・中小企業省力化投資補助金専用HP https://shoryokuka.smrj.go.jp/
・沖縄県省力化補助金事務局 沖縄県那覇市前島3丁目25番1号 とまりん1階（101号室）
＜窓口予約＞ https://reserva.be/shoryokuka

４ 中小企業省力化投資補助金
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雇用管理改善につながる制度等（賃金規定・人事評価制度や職場内の雇用環境の整備等）を導入し、
離職率低下を実現した事業主に対して助成します。

〈問い合わせ〉
沖縄労働局 助成金センター ☎098-868-1606 ８：30～17：15 (土日祝日を除く)

【制度説明】

10 人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）

労働時間削減等に向けた環境整備のために外部専門家のコンサルティング、労働能率の増進に資
する設備・機器の導入等を実施し、改善の成果を上げた場合に助成します。
※令和７年度 受付終了
〈問い合わせ〉
沖縄労働局 雇用環境・均等室 ☎098-868-4403

【制度説明】 【活用事例】

８ 働き方改革推進支援助成金

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練経費や
訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

〈問い合わせ〉
沖縄労働局 助成金センター ☎098-868-1606 ８：30～17：15 (土日祝日を除く)

【制度説明】

９ 人材開発支援助成金

既存の事業とは異なる、新市場・高付加価値事業への進出にかかる設備投資等を支援し、新規事業へ
の挑戦を促進します。
〈問い合わせ〉

沖縄総合事務局経済産業部地域経済課：098-866-1730
〈HP〉 https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/
〈リーフレット〉 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/

shinjigyo_shinsyutsu.pdf

６ 中小企業新事業進出補助金

中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発に必要
な設備投資等を支援します。

〈問い合わせ〉

沖縄総合事務局経済産業部地域経済課：098-866-1730
〈リーフレット〉 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_mono.pdf

７ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
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【制度説明】

【制度説明】



① 融資制度 (中小企業向け)

非正規雇用の処遇改善への取組みや長時間労働の是正を実現するため、業務効率向上・生産性
向上を図る設備導入や非正規雇用労働者の賃上げ・正社員化、女性従業員及び若者従業員の活
用促進等を支援する制度です。

② 支援内容
ご融資の限度額 中小企業資金 ７億２０００万円
ご返済期間 設備投資 ２０年以内(うち据置期間２年以内)

 運転資金 ７年以内(うち据置期間２年以内)

〈問い合わせ〉
対象者の要件等については、下記「ご利用の窓口」までお問い合わせください。
沖縄振興開発金融公庫 （上記10と同じ）

HP：https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/pamph./R6pannhu_tyuusyou.pdf 

【中小企業に関する情報】

融資事例もご覧になれます

13 働き方改革推進支援資金（中小企業資金）

① 金利優遇制度
雇用者給与等支給額の総額が最近の決算期と比較して2.5％以上増額する見込みのある

  方に対し、金利を優遇する制度です。
② 支援内容
貸付利率から貸付後２年間０.５％を控除

〈問い合わせ〉
沖縄振興開発金融公庫
・本店
融資第二部 中小企業融資第一班 TEL098-941-1785 中小企業融資第二班 TEL098-941-1795

・中部支店  業務第一課・第二課 TEL098-989-6604 ・北部支店  業務課 TEL0980-52-2338
・宮古支店 業務課 TEL0980-72-2446 ・八重山支店 業務課 TEL0980-82-2701
〈ＨＰ〉中小企業資金：

https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/pamph./R6pannhu_tyuusyou.pdf
生業資金：

https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/pamph./R6pannhu_seigyou.pdf

【中小企業資金に関する情報】
融資事例もご覧になれます

【生業資金に関する情報】

融資事例もご覧になれます

12 賃上げ貸付利率特例制度

① 金利優遇制度
人材育成・人手不足対応等に積極的に取り組む事業者に対して、金利負担を軽減する特例を設

  けることにより、沖縄の持続的な経済成長を支える人材の確保・育成並びに雇用環境の改善な
     どを促進する制度です。
② 支援内容
貸付利率から０.３％を控除

〈問い合わせ〉
沖縄振興開発金融公庫
・本店
融資第二部 中小企業融資第一班 TEL098-941-1785 中小企業融資第二班 TEL098-941-

1795
・中部支店  業務第一課・第二課 TEL098-989-6604 ・北部支店  業務課 TEL0980-52-2338
・宮古支店  業務課 TEL0980-72-2446 ・八重山支店 業務課 TEL0980-82-2701

〈HP〉
https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/pamph./R6pannhu_tyuusyou.pdf

【中小企業資金に関する情報】

融資事例もご覧になれます

11 沖縄人材活躍推進貸付利率特例制度
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中小企業・小規模事業者が抱える取引上の悩み相談を受け付けています。問題解決に向けて、相談
員や弁護士がアドバイスを行います。

〈問い合わせ〉 お近くの「下請かけこみ寺」に直接つながります。
☎0120-418-618 平日9：00～12：00／13：00～17：00 （土日・祝日・年末年始を除く）

15 下請かけこみ寺

【下請かけこみ寺事業】
活用事例集もご覧になれます

【パートナーシップ構築宣言】
事例集もご覧になれます

【労務費の適切な転嫁のため
の価格交渉に関する指針（内
閣官房・公正取引委員会）】

16 沖縄県所得向上応援企業認証制度

【制度説明】

認証企業が紹介されて
います

① 金利優遇制度
ひとり親家庭の就労支援に積極的に取り組む事業者に対して、金利負担を軽減することにより、沖
縄の地域課題である子供の貧困問題の解消及び雇用環境の改善を
促進する制度です。

② 支援内容
特例の対象となる
要件に応じて、貸付利率を最大0.5％まで控除

〈問い合わせ〉
沖縄振興開発金融公庫 （上記10と同じ）

HP：中小企業資金：
https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/pamph./R6pannhu_tyuusyou.pdf

生業資金：
https://www.okinawakouko.go.jp/userfiles/files/pamph./R6pannhu_seigyou.pdf

【中小企業資金に関する情報】
融資事例もご覧になれます

14 沖縄ひとり親支援貸付利率特例制度

【生業資金に関する情報】

融資事例もご覧になれます

従業員の給与所得向上等に積極的に取り組む企業を「沖縄県所得向上応援認証企業」として認証し
ます。
① 認証式やシンポジウム等を通じて認証企業をPRします。
② 認証企業は、制度のマークを使用することができ、求職者や取引先等に認証企業であることをPR
することができます。
③ 県の補助事業の採択審査や、県事業の業務委託に係る企画選定審査において、認証企業が加点
される場合があります。
④ 認証企業に対して、奨学金返還支援制度における補助率及び補助上限額の引き上げを行います。
詳細は、下記またはHPでご確認ください。

〈問い合わせ〉
所得向上応援企業認証制度運営事務局（おきぎん経済研究所内）

☎ 098-869-8711

〈メールアドレス〉 oei-12@okinawa-bank.co.jp
〈HP〉 https://www.shotokukojo.okinawa/
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沖縄県では、企業の「人材育成」の取組を支援しています。
スキルアップやキャリア形成など人材育成に優れた企業を県が認証することにより、企業に積極的な人材
育成の取組を促し、「雇用の質」の向上を目指します。毎年認証企業の募集を行っています。

〈問い合わせ〉

県内企業人材育成応援事業 沖縄県人材育成企業認証制度 運営事務局
株式会社ケイオーパートナーズ TEL.098-851-7827
〈HP〉 https://okinawa-jinzai-ninshou.jp/

17 沖縄県人材育成企業認証制度

8

【制度説明】

・事業規模の縮小に伴い離職を余儀なくされる労働者を、離職後３か月以内に、期間の定めのない労働者
として雇い入れた上で、雇い入れ前の賃金と比して５％以上増加させた事業主に対して助成します。

・中途採用の雇用管理制度を整備し、採用計画書を提出の上で、①中途採用を一定以上向上させた場合、
②中途採用率を一定以上向上し、そのうち４５歳以上の者で一定以上拡大させ、かつ、当該４５歳以上の
者全員の雇い入れの賃金を雇い入れ前５％以上増額させた場合のいずれかを満たした場合に助成します。

【雇入れ支援】 【中途採用拡大】

【制度説明】

１8 早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）

労働者のスキルアップを在籍型出向により行うとともに、当該出向から復帰した際又は出向開始１年
後等の賃金を出向前と比して５％以上増加させた事業主（出向元）に対し、出向中の賃金の一部を助成
します。

〈問い合わせ〉
沖縄労働局 助成金センター

☎098-868-4013 ８：30～17：15 (土日祝日を除く)

就労経験のない職業に就くことを希望する就職が困難なものを雇い入れ、人材育成計画を策定した上で、
賃金を雇い入れ日から３年以内に５％以上増加させた事業主に対して助成します。

１9 特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）

20 産業雇用安定助成金（スキルアップ）支援コース



●企業研修・リスキリング実践支援事業
県内企業の「稼ぐ力」を強化するため、産業人材の育成に取り組む企業への補助に加え、専門家に

よる人材育成計画策定の支援等を実施します。

〈問い合わせ〉
公益財団法人沖縄県産業振興公社事業支援課  ☎098-859-6236
HP：https://redeoki.com/

23 公益財団法人沖縄県産業振興公社

【制度説明】
事例（実績）もご覧になれます

「沖縄県よろず支援拠点」は、中小企業、小規模事業者等からの経営上のあらゆる相談に応えるため、
国が全国47都道府県に設置している無料の経営相談所です。
詳しくは、下記またはHPでご確認ください。

〈問い合わせ〉
☎ 098-851-8460
月～金9：00～19：00 土曜日 9：00～17：00 ※定休日：日曜・祝祭日

〈メールアドレス〉 contact@yorozu-okinawa.go.jp 〈HP〉 https://yorozu-okinawa.go.jp
〈活用事例集〉 https://yorozu.ti-da.net/

22 沖縄県よろず支援拠点
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21 沖縄働き方改革推進支援センター

・社会保険労務士等の専門家が、働き方改革に関する様々な課題、職場環境の整備・社員待遇改善など
事業主の相談にワンストップ、無料で対応します。

・企業への訪問相談サービスも行っています。
・相談対応例 : 賃金引き上げの環境整備、人材確保、人材育成、同一労働同一賃金 等々
詳しくは、下記またはHPでご確認ください。

〈問い合わせ〉
☎ 0120-420-780 平日9：00～17：00 ※年末年始を除く。
〈HP〉 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/okinawa/

〈メールアドレス〉okinawa@workｓｔylereform.net
【厚生労働省委託事業】 (委託先：全国社会保険労務士会連合会)

●中小企業等経営革新強化支援事業

新商品の開発や新たなサービスの提供、新分野への進出などの経営革新にチャレンジする中小企業の
計画を承認し、支援します。計画の承認後は、政府系金融機関の低金利融資制度等の支援を活用する
ことができます。 

〈問い合わせ〉
沖縄県産業振興公社 (経営支援部 経営支援課 ☎098-859-6237)
沖縄県産業振興公社HP：https://okinawa-ric.jp/service/post-10.html

【制度説明】
事例集もご覧になれます

https://redeoki.com/
mailto:contact@yorozu-okinawa.go.jp
https://yorozu-okinawa.go.jp
https://yorozu.ti-da.net/
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/okinawa/
https://okinawa-ric.jp/service/post-10.html


全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、サイト内の「賃金引き上げ特設
ページ」では、賃金引き上げに向けた取組事例などを紹介しています。
詳しくは、右記QRコードからご覧ください。

25 賃金引き上げ特設ページ

24 沖縄県中小企業支援センター

（R８．１）
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●中小企業総合支援事業
支援の概要
中小企業者や創業予定者などの経営上の課題や取組等に対し、窓口相談や専門家派遣等のワンス
トップサービスを提供します。
事業一覧 : 窓口相談、専門家派遣、課題解決支援、離島支援

販路開拓、情報提供

〈問い合わせ〉
 沖縄県産業振興公社 (沖縄県中小企業支援センター ☎098-859-6237)

HP : httpｓ://okinawa-ric.jp/service/post-39.html
【公社HP】

オンライン相談も利用できます

令和７年12月1日から

1,023円

厚生労働省労働基準局広報キャラクター
『たしかめたん』
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